
Ｒ５ 協働のまちづくり基本条例の検証について（案）

○前提として、基本条例の認知度が高くはないことから、当条例の趣旨を浸透させていく機会

とし、今後の周知方策も検討する

○まちづくりの基本原則や参加・協働、それぞれの役割など、規定されている取り組みが各主

体でなされているか確認し、その促進の方策を検討していく

○第2条（条例の位置付け）に基づき、制定当初の条文、理念は最大限尊重する

検証の基本方針

○社会情勢の変化に照らし、ふさわしい理念の趣旨となっているか

○規定されている取り組みが各主体でなされているか（規定が形骸化していないか）

検証の視点
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協働のまちづくりワークショップ（全４回）

Ｒ５ 協働のまちづくり基本条例の検証について（案）

～市民参加の機会づくり～


